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諮問庁：厚生労働大臣 
諮問日：令和５年５月１日（令和５年（行情）諮問第３５４号） 
答申日：令和６年６月１９日（令和６年度（行情）答申第１６４号） 
事件名：特定医療機関で起きた犯罪に関わる医師の情報の不開示決定（不存在）

に関する件 
 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，これを保

有していないとして不開示とした決定は，結論において妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和４年１０月２７日付け厚生労働省

発総１０２７第１号により厚生労働大臣（以下「処分庁」，「諮問庁」又

は「厚生労働大臣」という。）が行った不開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである（なお，資料の記載は省略する。）。 

請求文書の有無の再度の確認請求によって，精神医療に関わる重大な罪

を明らかにするため。また，特定都道府県下の精神科病院にＰＳＷ（精神

保健福祉士）として勤務していた審査請求人自身の，その職務に関わる

様々な問題と深く密接に，請求内容が関連ある可能性があるため。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，開示請求者として，令和４年９月１５日付け（同月２

０日受付）で，厚生労働大臣（処分庁）に対して，法３条の規定に基づ

き，本件対象文書に係る開示請求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が令和４年１０月２７日付け厚生労働省発総１

０２７第１号により不開示決定（原処分）を行ったところ，審査請求人

がこれを不服とし，令和５年１月２４日付け（同月２５日受付）で本件

審査請求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求について，原処分は妥当であるから，棄却すべきである。 

３ 理由 
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（１）凶悪犯罪に関わる医師の情報について 

ア 審査請求人は，特定病院で起きたとされる凶悪犯罪に関わる「医師

の情報」についての開示を求めている。 

イ 医師法（昭和２２年法律第２０１号）７条１項の規定により，厚生

労働大臣は，医師が罰金以上の刑に処せられた場合等には，あらかじ

め，医道審議会の意見を聴いた上で，処分をすることができる。 

ウ また，特定医療機関は，精神科・心療内科を標榜しているところ，

精神保健及び精神障害福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

１９条の２の規定により，厚生労働大臣は，精神保健指定医が同法等

に違反したとき等には，あらかじめ，医道審議会の意見を聴いた上で，

指定を取り消し，又は期間を定めてその職務の停止を命ずることがで

きる。 

（２）原処分の妥当性について 

ア 本件開示請求書の「請求する行政文書の名称等」欄に記載された

「特定医療機関（特定県特定市）で起きた２件の凶悪犯罪」が指すと

ころが必ずしも明らかでないが，特定医療機関で診療に従事した医師

が，上記３（１）イ及びウの規定により医道審議会で処分等の対象に

なった事実は認められず，したがって，厚生労働省において本件対象

文書を保有しているとは認められない。 

イ 審査請求人は，審査請求書において，厚生労働省内での再度の文書

の有無の確認を求めているが，上記のとおり当該文書は業務上作成又

は取得していないことは明らかである。 

ウ 以上のとおり，処分庁において，「特定医療機関（特定県特定市）

で起きた２件の凶悪犯罪に関わる主治医等の医師の情報（家族が患者

本人を長期間，檻の中に監禁）」に係る行政文書（本件対象文書）を

保有しているとは認められないから，原処分は妥当である。 

４ 結論 

よって，本件審査請求については，開示請求に係る行政文書を保有して

いないとして，法９条２項の規定に基づき，開示しないこととした原処分

は妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和５年５月１日   諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 令和６年６月４日   審議 

④ 同月１３日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 
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本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これを保有していないとして不存在を理由とする不開示決定（原処分）を

行った。 

これに対して，審査請求人は原処分の取消しを求めるが，諮問庁は，原

処分を維持することが妥当としていることから，以下，原処分の妥当性に

ついて検討する。 

２ 原処分の妥当性について 

（１）本件開示請求は，特定医療機関を名指しした上で，当該特定医療機関

（特定都道府県特定市）で起きた２件の凶悪犯罪（家族が患者本人を長

期間，檻の中に監禁）に関わる主治医等の医師の情報の開示を求めるも

のである。 

そうすると，本件対象文書の存否を答えることは，審査請求人の主張

する，特定医療機関（特定都道府県特定市）において，２件の凶悪犯罪

（家族が患者本人を長期間，檻の中に監禁）があったという事実の有無

（以下「本件存否情報」という。）を明らかにするものであると認めら

れる。 

本件存否情報が公にされた場合には，特定医療機関の評判や信用を低

下させてしまい，特定医療機関の競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると認められる。 

したがって，本件対象文書の存否を答えることは，法５条２号イの不

開示情報を開示することとなるため，本来，法８条の規定により開示請

求を拒否すべきものであったと認められる。 

（２）本件開示請求については，上記（１）のとおり，本来，存否応答拒否

すべきであったと認められるが，処分庁は，原処分において本件対象文

書の存否を既に明らかにしており，このような場合においては，原処分

を取り消して改めて法８条の規定を適用する意味はなく，本件対象文書

を不開示としたことは，結論において妥当といわざるを得ない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

法に定める開示請求制度は，何人に対しても請求の目的のいかんを問わ

ず請求を認めるものであることから，開示・不開示の判断に当たっては，

開示請求者が誰であるかは考慮されず，また，開示請求者が有する個別事

情によって結論が影響されるものでもない。このため，審査請求人の主張

（上記第２の２）は，当審査会の上記判断を左右するものではない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，その存否を答えるだけで開示することとなる

情報は法５条２号イに該当し，その存否を明らかにしないで開示請求を拒

否すべきであったと認められるので，結論において妥当であると判断した。 
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（第３部会）  

委員 長屋 聡，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 
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別紙 本件対象文書 

 

特定医療機関（特定都道府県特定市）で起きた２件の凶悪犯罪に関わる主治

医等の医師の情報（家族が患者本人を長期間，檻の中に監禁） 


